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はじめに 

 
この財政白書は、佐世保市財政の状況を明らかにし、今後の財政運営の課

題を抽出することによって、健全な財政運営を継続していくこととともに、

市民のみなさまに公表することによって市政に対する理解と関心を持って

いただくことを目的としています。 

 本書は次の３部から構成されています。第 1 部では平成 22 年度決算に基

づく財政状況の概要について、第 2 部では平成 22 年度の財政運営の詳細

な内容をその分析も含め説明しています。第 3 部では、参考にしていただ

けるよう分析に利用した資料を掲載しています。 

 

なお、佐世保市の歳入及び歳出は、一般会計と特別会計、企業会計に区分

して経理されていますが、市の財政状況を把握しようとするときは、経年や

他都市との比較がしやすいように、国の基準に基づく全国標準の「普通会計」

及び「地方公営事業会計」に置き換えています。 

 本書では、この「普通会計」での決算状況を基に説明をおこなっていきま

す。 
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第１部 佐世保市の財政状況 
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 第 1 部では、平成 2２年度決算を踏まえ、現状の財政状況がどのようになっ

ているか明らかにします。 

  

１．佐世保市財政の状況 
  

●平成 2２年度の決算収支 

 

         歳入：１，１９７億７，０００万円 

         歳出：１，１４３億４，７７５万円 

         収支    ５４億２，２２５万円 

 

1. 歳入、歳出それぞれの平成22年度決算額は上記のとおりです。 

平成21年度においては、定額給付金給付事業や地域活性化・経済

危機対策臨時交付金事業など国の補正予算に伴う経済雇用対策に加

え、佐世保地域広域市町村圏組合の解散に伴う構成団体への返還金

や長崎県市町村振興協会市町村配分金の増額などがあったことによ

り、決算規模は歳入、歳出ともに前年度比14％程度の大きな増加と

なっていました。平成22年度においては、地方財政対策における「地

域活性化・雇用等臨時特例費」等特別な加算や国の補正予算に係る

普通交付税の増額に伴う「実質的な地方交付税」の増加、本市独自

の経済雇用対策として中小企業緊急経営対策資金融資預託金を増額

したことなどにより、決算規模は歳入、歳出ともに前年度比２％程

度の減少にとどまっています。 

収支は５４．２億円となり、繰越事業の財源を差し引いた実質収

支は４０．６億円となっています。さらに、前年度繰越金、基金積

立金などを除いた実質単年度収支は２０．４億円と黒字になってい

ます。前年度の特殊要因である佐世保地域広域市町村圏組合の解散

に伴う構成団体への返還金（２０．４億円）や個人市民税の落ち込

みに伴う市税の減（３．７億円）はあったものの、地方財政対策に

おける「地域活性化・雇用等臨時特例費」の創設に加え、国の補正

予算に伴う普通交付税の増額（３．３億円等）により、臨時財政対

策債を含む実質的な地方交付税が４３．４億円増加しました。 

これらの結果、臨時財政対策債を含む一般財源が３９．７億円増

加したことなどから、平成２０年度以降、３年連続で実質単年度収

支が黒字となっています。 
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 ●財政構造の弾力性 

 

① 経常収支比率 

 

佐世保市が社会情勢や行政需要の変化に適切に対応していくためには、財

政運営において一定の弾力性が確保されていなければなりません。財政分析

において弾力性の度合いを判断する場合、経常収支比率が用いられます。 

 経常収支比率は、毎年経常的に収入される財源（地方税・交付税など）が

毎年経常的に支出される経費（人件費・扶助費など）にどの程度の割合で使

われているかをみる指標です。この数値が低いほど、経常的に支出される経

費に使われる経常的な収入が少なく、その分弾力性が確保されていると判断

することができます。 

 

近年、経常収支比率は少子高齢化社会の到来による扶助費等の社会保障関

連経費が増加していることで、全国的に高い水準で推移しています。佐世保

市においては、人件費、公債費の削減を行うことで抑制を図っていますが、

平成 16 年度以降毎年度上昇を続けていましたが、21 年度には、経常経費

に充当する一般財源は６．８億円増加したのに対し、経常一般財源（歳入）

が、臨時財政対策債を含む実質的な普通交付税が２１．２億円増加したこと

などから１２．８億円増加したことで比率が０．７ポイント減少（８８．１

（合併純計後）→８７．４％）、２２年度においても、経常経費に充当する

一般財源が人件費、公債費、繰出金を除いて増加したことで１１．３億円増

加したのに対し、経常一般財源（歳入）が市税の減３．７億円があったもの

の、臨時財政対策債を含む実質的な交付税が４３．６億円増加したことで４

０．０億円増加し比率は３．７ポイント減少し、前年に続いての減少となっ

ています。 

 

経常収支比率：８３．７％（2１年度８７．４％） 

         全国市町村平均：９１．８％（平成 21 年度決算） 

         類似団体平均 ：９１．０％（平成 21 年度決算） 

 

② 実質公債費比率・起債制限比率・公債費負担比率 

 

地方債の元利償還金等の公債費は、特に弾力性に乏しい経費であることか

ら、財政運営における弾力性をみる場合、その動向に留意する必要がありま

す。その公債費による負担度合いを判断する指標として実質公債費比率・起
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債制限比率・公債費負担比率があります。 

起債制限比率は標準財政規模（国の基準により人口・面積等の状況に応じ

て標準とされる財政規模；標準税収入に普通交付税と臨時財政対策債を加え

た額）に占める公債費の割合で求めます。その際、標準財政規模と公債費双

方から、普通交付税の基準財政需要額に算入される額を控除することとされ

ています。 

この比率を他都市と比較することにより、公債費負担がどの程度市の財政

を圧迫しているかをみることができます。 

   

実質公債費比率は、平成 18 年度に従来の起債制限比率を見直して新たに

設けられた指標です。起債制限比率を算出する際の公債費に加え、公営企業

の元利償還金への一般会計からの繰出し等の公債費類似経費を算入するこ

とになっています。このことにより実質的な公債費の把握ができることとな

ります。 

（※なお、起債制限比率は平成２２年度の地方財政状況調査から算出不要と

なっており、今後は実質公債費比率が公債費による負担度合いを判断する

主要指標となります。） 

 

公債費負担比率は、一般財源総額（地方税・交付税等市が自由に使える財

源）に占める公債費に充てた一般財源の割合で求めます。この指標で公債費

がどの程度一般財源の使途の自由度を制約しているかをみることができま

す。 

 

実質公債費比率は３か年の平均値で算出することとなっており、前年度の

数値との差は、２２年度の数値でいえば１９年度と 22 年度の単年度の数値

の差（２．１ポイント減（19 年度単年度１４．８％、22 年度単年度１２．

７％））によって発生することとなります。そこで２２年度と１９年度の単

年度での数値比較を行うと、元利償還金が１．５億円減、公営企業の償還財

源としての繰出金が１．４億円減、公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

が０．８億円減、また、比率算出の分母となる標準財政規模が、普通交付税

の３７．４億円増と臨時財政対策債発行可能額の３０．９億円の増により４

３．２億円増加したことで１９年度単年度の比率より２２単年度比率は減少

しています。よって、２２年度数値（３か年平均）は前年度比０．７ポイン

ト減という結果になっています。 

実質公債費比率 １３．１％ 対前年度 0.7 ポイント減 

起債制限比率 １０．２％ 対前年度 0.6 ポイント減 
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公債費負担比率 １６．５％ 対前年度 0.1 ポイント減 

         ※実質公債費比率 

全国市町村平均：１１．２％（平成 21 年度決算） 

         類似団体平均 ： ９．８％（平成 21 年度決算） 

 

●借入金残高と基金残高 

  

 平成 22 年度末における市債現在高と基金現在高は下記のとおりです。市

債現在高は市債発行額を元金償還額が上回らないようにしていることから

平成 21 年度末から 18 億円（１．５%）減少しています。 

 

市債現在高 123,318 百万円 市民一人当たり 47 万円 

基金現在高 18,614 百万円 市民一人当たり  7 万円 

    ※平成２３年 3 月 31 日現在住民基本台帳人口 263,784 人 

 

佐世保市が将来負担しなければならないのは市債の償還のみではありま

せん。ほかに債務負担行為の一部、公営企業債の償還、退職手当などがあり

ます。健全化判断指標の一つ「将来負担比率」ではそれら将来負担しなけれ

ばならない経費を包括的に捉えています。詳しくは第 2 部２５ページから

２８ページをご覧ください。 

 

２．決算の総括 
 

 ●決算の背景 

①経済の状況 

地域経済・雇用情勢も国の経済と同様に、平成２０年９月のリー

マンショック後に急速な景気悪化に陥りましたが、企業倒産や雇用

情勢などに改善の動きが見られるようになりました。しかしながら、

平成２３年３月に発生した東日本大震災の影響により、先行き不透

明な状況となっています。 

企業倒産については、負債総額で前年度比６１．４億円減の８．

９億円、件数についても前年度比８件減の１２件と、低水準で推移
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し、雇用情勢については、有効求人倍率が、前年度の平均０．３８

倍から０．４７倍へ緩やかに改善しています。 

 

②地方財政の状況 

平成２２年度の地方財政計画の規模は、８２兆１，２６８億円、前年度

比４，２８９億円（０．５％）減となっており、前年度を下回ることとな

りました。歳出面では、国の取組みと歩調を合わせて、人件費、投資的経

費及び一般行政経費の各分野にわたり抑制を図るとともに、雇用情勢等を

踏まえた当面の地域の活性化に資する施策の実施に必要な特別枠「地域活

性化・雇用等臨時特例費（９．８５０億円）」等が計上されており、歳入

面では、国税及び地方税収の落込みに対し、地方財政の運営に支障が生じ

ないよう、適切な補てん措置を講じるなど、地方の一般財源総額を適切に

確保することとされています。また、その後の補正予算において、極めて

厳しい地方財政の現状を踏まえ、円高・デフレ対応のための緊急総合経済

対策の一環として、地方交付税の増額（１兆３，１２６億円）や地域活性

化交付金（３，５００億円）が創設されています。 

 

●決算の総括 

    

収支は黒字となっています。歳出では、人件費については、旧江迎町、

旧鹿町町との合併が平成２２年３月３１日だったことから、平成２１年度

決算額については、１市２町それぞれで財政運営を行っていた額となって

いたので議員報酬や特別職給与については減となり、また、支給率の減や

期末勤勉手当の減等もあり人件費全体では前年度比３．４％減となってい

ます。扶助費については、生活保護費の増や子ども手当の実施により１８．

５％増となっており、義務的経費全体では前年度比６．１％増となってい

ます。普通建設事業費については、小中学校の耐震対策や多目的国際ター

ミナル整備事業などの増があったものの、保健福祉センターや水族館整備
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など大型事業の終了にともなって全体では１０．４％減少し、投資的経費

全体で前年度比１０．７％の減となっています。また、補助費等について

は、ハウステンボスへの再生交付金の増などがあったものの、前年度に国

の経済雇用対策である定額給付金給付事業などの特殊要因による増があっ

たため、前年度比３７．９％の減となっています。歳出全体では前年度比

２．６％の減となっています。 

歳入では地方税が個人市民税の減により１．２％減、交付税が地方財政

対策における地域活性化・雇用等臨時特例費の創設や国の補正予算による

増額があったことで普通交付税が前年度比９．７％増、国庫支出金につい

ては、２１年度においては、国の二度の補正予算による経済対策により前

年度比５３．１％増となっていましたが、２２年度では、子ども手当負担

金の増もあり、１４．０％の減少幅となっています。財産収入については

２１年度に佐世保地域広域市町村県組合の解散に伴う返還金という特殊要

素があったことで７９．５％減、繰入金については地方交付税の増額によ

り財政調整２基金の取崩し額の減などにより３７．２％減となっています。

歳入全体では１．５％減となっています。財政構造の弾力性はやや回復し

たものの自主財源の比率はやや後退しています。 

また、平成１９年度以降市債の発行額を元金償還額の範囲内に抑えてい

ることで地方債残高は１．５％減少しています。基金残高については、財

政調整基金残高を標準財政規模の５％以上とすることを持続可能な財政運

営の成果目標としていますが、平成２２年度では１１．４％となっていま

す。ただし、財政調整基金残高のうち３４．５億円については耐震対策や

国体関係経費など臨時的大規模事業への充当を予定していますが、その特

殊要因を除いても５．８％と目標を達成しています。また、健全化判断比

率及び資金不足比率は、全ての指標において国の基準を下回っており、本

市は健全段階にある状況です。 
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３．健全化判断比率の状況 
 

健全化判断比率には、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債

費比率」、「将来負担比率」の４指標があります。資金不足比率は、水道や病

院などの公営企業毎に算定します。指標の１つが一定の基準を超えると、健

全化計画の策定や国等の関与による再生を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実質赤字比率」と「連結実質赤字比率」は、赤字が発生していないため数

値なしとなっています。 

「実質公債費比率」は、１３．１％と昨年と比べ０．７ポイント減少してい

ます。実質公債費比率は３か年の平均値で算出しますが、比率に差が発生する

のは、１９年度と２２年度の単年度数値に差が発生する場合です。その差をみ

ると、地方債の元利償還金、公営企業の償還財源としての繰出金、公債費に準

ずる債務負担行為に係るものが減少したこと、また、比率算出の分母となる標

準財政規模が、普通交付税の増と臨時財政対策債発行可能額の増により大きく

増加しています。これらの理由により比率は減少しています。 

「将来負担比率」は、８３．６％と昨年と比べ１１．８ポイント減少し、数

値が好転しています。これは、財政運営上の基本方針として、原則として市債

発行額が元金償還額を上回らないようにしていることにより地方債残高が減少

したことや、比率算出の分母となる標準財政規模が、普通交付税の増と臨時財

政対策債発行可能額の増により大きく増加したことによるものです。 

佐世保市における各指標は基準値を大きく下回っています。これは、佐世保

・自主的な改善

努力による財政

健全化 

早期健全化 

・国等の関与に

よる確実な再生 
 

財政の再生 

・指標の整備と

情報開示 
 

健全段階 

 

（
健
全
財
政
） 

 公営企業の健全化 

（早期健全化基準）   （財政再生基準） 
（経営健全化基準） 
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市が堅実で効率的な財政運営を行ってきたことを証明しています。 

今後は、扶助費などの義務的経費が増加する中、学校などの耐震化や企業

誘致なども進めていかなければなりません。自主財源に乏しい本市が、健全

な行政運営を継続していくためには、これからも行財政運営の効率化に取り

組み、さらなる効率化を図っていく必要があります。 

 平成 2２年度決算に基づき算定した各種指標は、下表のとおりです。 

指標 
早期健

全化基

準 

財政再

生基準 
説明 

実質赤字比率 
－％ 

（赤字なし） 

11.25％ 20.00％ 一般会計等の実質赤字の標準財政規模※1に対する比率  
△4,061 百万円 

62,037 百万円  
※実質収支が黒字の場合負の値で表示 

連結実質赤字比率 
－％ 

（赤字なし） 

16.25％ 35.00％ 
 

全会計（企業会計を含む）を対象とした実質赤字の標準

財政規模に対する比率  
△15,223 百万円 

62,037 百万円  
※連結実質収支が黒字の場合負の値で表示 

実質公債費比率 

１３．１％ 

25.0％ 35.0％ 一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対す

る比率 
(算式) 
地方債の元利償還金等 － 交付税算入額 

標準財政規模 － 交付税算入額 
の 3 か年平均 
 

15,305 百万円－8,562 百万円 
58,350 百万円－8,562 百万円 
 
15,315 百万円－8,688 百万円 
58,759 百万円－8,688 百万円 

 
15,888 百万円－9,155 百万円 
62,037 百万円－9,155 百万円 
 

{（ア）＋（イ）＋（ウ）} ／ 3 × 100 
将来負担比率 

８３．６％ 

３５０．０％ 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規

模に対する比率 
 
(算式) 
将来負担額 － 充当可能財源等 
標準財政規模 － 交付税算入額 
182,381 百万円 － 138,157 百万円 
62,037 百万円 － 9,155 百万円 
 

×100 = （△6.54） 
 

×100 = （△24.53） 
 

 

= （イ）21 年度 

= （ア）20 年度 

= （ウ）22 年度 

×100 

×100 

×100 
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資金不足比率 
－％ 

（資金不足なし） 

経営健全化基準 
公営企業ごと 
２０．０％ 

企業毎の資金不足額の事業の規模に対する比率 
 
(算式) 
資金不足額 
事業の規模 

 
※各会計の資金剰余額 

会計名称 資金剰余額 事業の規模 
水道事業   2,278 百万円 5,853 百万円 
下水道事業   2,813 百万円 1,999 百万円 
交通事業      1,063 百万円 1,585 百万円 
総合病院事業   4,708 百万円 13,161 百万円 
卸売市場事業  2 百万円 408 百万円 
交通船事業       10 百万円 2 百万円 
集落排水事業  0 百万円 1 百万円 
風力発電事業 0 百万円 14 百万円  

※標準財政規模：国の基準により人口・面積等の状況に応じて標準とされる財政規模 

（標準税収入に普通交付税と臨時財政対策債を加えた額） 

 

 

 

４．佐世保市財政の動向と財政運営 
 

●佐世保市行財政改革基本指針及び実施計画（集中改革プラン対応版）に掲げ

る「中期財政見通し」について（見込みと実績の対比について） 

 
財政運営を持続していくためには、年ごとに多少の凸凹はあるものの、基本

的には毎年の収入（歳入）で毎年の支出（歳出）を賄うということが原則とな

ります。貯金を当てにし、取り崩しを行っているといずれ貯金はなくなってし

まい、その後は、行政サービスの急激な縮小あるいは低下が避けられない状況

に陥ってしまいます。 

 

本市では、「政策」、「財政」、「運営」の連携により、バランスのとれた行政経

営を進めていくため、平成１８年９月に「佐世保市行財政改革基本指針及び実

施計画（集中改革プラン対応版）」を作成し、平成２２年度までの中期的な財政

見通しを行い、収支が不足する分については、収入を増やす、支出を減らすと

いう両面から現在のやり方を見直すことで、「貯金の残高を減らさない」という

ことを財政運営の目標に掲げ、将来にわたって安定した行政サービスを提供し

×100 
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続けるための前提となる健全な財政運営に努めてきました。 

 

平成２１年度以降の決算については、平成２２年３月３１日の北松浦郡江迎

町、鹿町町との合併により、会計規模が増加したため、合併前に策定した計画

との比較分析は主に構成比により行うことになります。 

 

平成２２年度の決算において、歳入については、平成１９年度に実施された

税源移譲により市税が増加する要因があったものの、市町合併の影響もあり、

構成比は減少しています。地方交付税（臨時財政対策債を含む）は、合併によ

る影響とともに近年の地方財政対策による地方財源の充実もあり、額、構成比

ともに増加し、リーマンショック以降打ち出された国の累次の経済対策等もあ

り、国・県支出金の額が大きくなっています。 

 

一方、歳出のうち、義務的経費については、子ども手当の創設などにより扶

助費が大幅に増加したものの、人件費、公債費の抑制により構成比としては計

画を下まわっています。普通建設事業費については、額は増加したものの、構

成比としてはやや低下しており、「その他」については、繰越金を財源とした基

金への積み戻しを計画に計上していないこともあり、大幅に増加しています。 

 

平成２２年度においては、財源調整２基金の残高について、前年度末から１

７億４９百万円増加したこと、また、市債残高については市債の発行調整など

により前年度末から１８億３２百万円減少させることができたことなどから、

総じて堅調な財政運営であったと言えます。 

 

【集中改革プラン期間中の財政収支に関する決算評価について】 

 

 「集中改革プラン」の計画期間（平成１８～２２年度）における財政収支上

の決算評価については以下のとおりです。 

 

 財源調整２基金（財政調整基金及び減債基金）の平成２２年度末残高は、１

０２億８５百万円で、計画額の７５億８４百万円を２７億１百万円上回ってい

ます。 

残高から計画策定時には想定し得なかった合併町からの引き継ぎ分や佐世保

地域広域市町村圏組合の解散に伴う返還金など臨時的収入を財源とした積み立

て分等のいわゆる「特殊要素」を差し引いても、７１億２９百万円の基金規模

となっており、「平成１８年度末の基金規模６７億２７百万円を維持する」とい
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う所期の目標は達成することができました。 

 

一方、市債残高の平成２２年度末現在高は１，２４１億９５百万円で計画額

を６８億７６百万円上回っています。 

これは、基金同様、合併町からの引き継ぎ分１０９億９８百万円の影響によ

るもので、当該分を差し引くと目標額としていた１，１７３億１９百万円を４

１億２２百万円下回り、市債残高の逓減という目標についても達成することが

できました。 

 

平成１８年度当時の見通しと比較するとハウステンボス再生支援交付金や水

道料金改定に係る激変緩和のための水道事業会計繰出金など新たな財政需要が

生じる一方で、地方交付税の増額や国の累次の経済対策の効果的活用など地方

財政対策による財源の充実、また市町合併による効果もあったことなどから、

実施計画に基づく歳入確保と歳出削減の両面での改善要素の効果と相まって、

結果として「単年度収支の均衡による収支不足の解消」という目標は達成でき

たものと考えています。 

 

本市における行財政改革については、朝長市長就任後、平成２１年６月にさ

れたアクションプランに引き継がれ、鋭意取り組みを進めているとともに、現

在、平成２４年度以降について、改革をさらにステップアップさせるべく、新

たな行財政改革プラン策定作業中です。 

行財政改革は、不断に取り組むべき終わりのない政策課題のひとつであり、

今後も「市民第一主義」をモットーに内部経費の更なる縮減に努めていきます。 

 

※詳細は「佐世保市財政白書 資料編」（１０８ページ）に掲載しています。 

 
  

 ●今後の財政運営 

 

将来にわたって安定した行政サービスを提供し続けるため、合併財政支援

措置の終了を睨み、中長期的な見通しのもと計画的な財政運営に努める必要

があります。行財政アクションプランでの収支改善策「財政基盤の強化」に

加え、「財政規模の適正化」に着手しなければならないと考えます。これに

は、「サービス水準」と「受益者負担」の調整が伴うことから、市民、議会、

行政が改革の必要性を共有し、理解と協力を得ることが重要です。また、地

方が担う事務と責任に見合う税財源配分を見直し、社会保障と税の一体改革
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などによる地方財政制度の充実強化が不可欠となります。 

 

【財政運営の目標】 

① 財政調整基金残高   ５％以上 

② 経常収支比率    ９０％未満 

③ 実質公債費比率   １８％未満 

④ 地方債残高     累増させない 

（市債発行額を元金償還額の範囲内とする。） 
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・第２部 平成２２年度の決算状況 
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１ 佐世保市財政の状況 
（１）決算規模 

 ・ 平成 2２年度の普通会計の決算額は、第１表のとおり、前年度から歳入が１８億

３，７７７万円減（１．５％減）、歳出が３０億４３９万円減（２．６％減）となっ

ています。 

 ・ 歳入、歳出ともに平成 16 年度以降は減少傾向にありましたが、21 年度は定額給

付金給付事業や地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業など国の補正予算に伴う

経済雇用対策に加え、佐世保地域広域市町村圏組合の解散に伴う構成団体への返還

金などがあったことで決算規模は歳入、歳出ともに前年度比１４%程度の大幅な増

となっていました。２２年度は、地方財政対策における「地域活性化・雇用等臨時

特例費」等特別な加算や国の補正予算に係る普通交付税の増額に伴う「実質的な地

方交付税」の増加、本市独自の経済雇用対策としての中小企業緊急経営対策資金融

資預託金を増加したことにより、決算規模は前年度より小幅な減にとどまっていま

す。 

 

第１表 決算の概況 
（単位：千円、％） 

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増減率 

歳 入 総 額 119,769,998 121,607,768 △１．５ 

歳 出 総 額 114,347,752 117,352,141 △２・６ 

歳入歳出差引額 5,422,246 4,255,627 ２７．４ 

翌 年 度 に 

繰り越すべき財源 
1,361,450 498,815 － 

実 質 収 支 4,060,796 3,756,812 － 

単 年 度 収 支 311,864 375,100 － 

実質単年度収支 2,037,985 1,750,110 － 

 
 

（２）決算収支 

○ 実質収支 

・ 実質収支の状況は、第１表のとおり、４０億６，０８０万円の黒字（前年度 

３７億５，６８１万円）で、昭和３５年度以降黒字が続いています。 

・ 実質収支比率（標準財政規模に対する実質収支の割合）は、前年度に比べると
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０．１ポイント増で６．５％となっています。 

 

○単年度収支 

・ 単年度収支（実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額）は、３億１，１

８６万円となっています。 

・ 実質単年度収支（単年度収支に財政調整基金への積立額及び地方債の繰

上償還額を加え､財政調整基金の取り崩し額を差し引いた額）は、２０億

３，７９９万円となりました。前年度の特殊要素としての佐世保地域広域

市町村圏組合の解散に伴う構成団体への返還金２０．４億円の皆減や市民

税の落ち込み等による市税３．７億円の減少はあったものの、地方財政対

策における「地域活性化・雇用等臨時特例費」の創設に加え、国の補正予

算に伴う普通交付税の増額３．３億円等により、臨時財政対策債を含む実

質的な地方交付税が４３．４億円増加しました。これらの結果、臨時財政

対策債を含む一般財源が３９．７億円増加したことなどから、平成２０年

度以降、３年連続で実質単年度収支が黒字となっています。 

 

（３）歳入 

① 歳入決算額 

歳入決算額は１，１９７億７，０００万円で、前年度に比べ１．５％減となって

います。決算額の推移及び内訳は「第４表 歳入の推移」（資料編６２ページ）のと

おりです。 

② 自主財源など 

自主財源の決算額は前年度より３５．５億円減少していますが、これは前年度に

佐世保地域広域市町村圏組合の解散に伴う構成団体への返還金という特殊要素があ

ったことによる財産収入２３億円の減や、地方交付税の増額により財政調整基金及

び減債基金の取崩し額が減少したことによる繰入金２０億円の減があったことなど

によります。自主財源比率についても４１．５％と前年度より２．３ポイント減と

なっています 

一般財源の決算額は、地方税が個人市民税の所得割の減により３億６，５７７万

円の減となりましたが、地方交付税について、２２年度地方財政対策における地域

活性化・雇用等臨時特例費の創設に加え、国の補正予算による増額があったことな

どから普通交付税が２３．６億円増加したことで、前年度比３．３％増の６２０億

４，２０１万円となっています。 

歳入全体の構成比としては、地方税が最も大きな割合を占め、以下、地方交付税、

国・県支出金、地方債の順となっていますが、この順位は昭和６０年度以降ほぼ変

わりません。 
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③ 主な歳入項目の構成比の推移 

・ 地方税の構成比は、昭和６３年度の３３．１％をピークとして微増減を続けて

います。平成２２年度は前年度比△１．２ポイント減の２４．３％となりました。 

・ 地方交付税の構成比は、２０％をはさんで増減を繰り返していましたが、平成

２２年度は、地方財政対策における「地域活性化・雇用等臨時特例費」等特別な

加算や、国の補正予算による普通交付税の増額によるより前年度比８．８ポイン

ト増の２４．１％となっています。 

・ 一般財源の構成比は、平成１２年度、１３年度は地方交付税、利子割交付金が

大きく増加したことなどから５３．９％及び５４．１％となり、平成１４年度に

ついても、一般財源の額としては落ち込んだものの、財政規模の縮小により、５

３．４％と高い水準を保っていました。合併による地方交付税等の増によって、

合併後の平成１６年度は５５％を超える構成比となりましたが、平成１７年度以

降、三位一体改革に伴う国庫補助金の一般財源化、税源移譲等による地方税の増

があったものの、構成比率はそれほど変化しませんでした。また、一般財源の構

成比は平成６年度を除いて５０％超となっていましたが、平成２１年度は国の二

度の補正予算による経済対策により国庫支出金の大幅な増加、佐世保地域広域市

町村圏組合の解散に伴う構成団体への返還金による財産収入の増など特定財源の

特殊要素による増により４９．４％と相対的に構成比は５０%を下回っていまし

たが、平成２２年度については、前年の特殊要素の減もあり５１．８%となりま

した。 

・ 国・県支出金の構成比は、平成９年度からは経済対策、長崎国際大学開学支援

などにより上昇を続け平成１１年度に１２年ぶりに２０％超とりましたが、平成

１２年度、１３年度は１９．１％、１７．８％となり、さらに平成１４年度につ

いては、廃棄物処理施設整備、佐世保駅周辺再開発などの大型事業の終息などに

より前年度比１．０ポイント減の１６．８％と低下し、平成１５年度は児童扶養

手当の増などにより２０．２％にまで上昇しました。その後三位一体改革に伴う

国庫補助金改革により１８％前後に減少しましたが、平成１９年度においては大

型汎用コンピュータ刷新化に伴う合併推進体制整備事業や光センサーみかん選果

機導入補助等の影響により、平成２０年度においては定額給付金給付事業や地域

活性化・生活対策臨時交付金等の経済対策により、それぞれ１９．９％、１８．

７％と高い水準で推移し、平成２１年度は国の補正予算による経済対策で２０年

度からの繰越の定額給付金給付事業や地域活性化・生活対策臨時交付金、また、

地域活性化・経済危機対策及び公共投資臨時交付金により２３．０％と構成比は

大きく上昇していました。平成２２年度については、前年度からの繰越の地域活

性化交付金や子ども手当負担金などの増要素があったため、減少幅は６．0 ポイ

ント、構成比は２１．９%と小幅な減となっています。 
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・ 地方債の構成比は、昭和６０年度以降、大型事業の進捗により上昇傾向にあり

ましたが、平成６年度（１４．５％）をピークに低下傾向にあります。平成１８

年度は合併市町村振興基金積立に係る合併特例債の増があったため一時的に上昇

しましたが、平成 19 年度は８．８％、平成２０年度は７．５％、平成２１年度

も７．４％と３年連続で減少していました。平成２２年度については、臨時財政

対策債の発行額が前年度より 20 億円増がしたことで、構成比は８．４%と１．

０ポイント上昇しました。 

 

（４）歳出 

① 歳出決算額 

歳出決算額は１，１４３億４，７７５万円で、前年度に比べ２．６％減となって

います。 

③  目的別歳出 

・ 目的別歳出の推移及び構成比は、「第５表 歳出の推移（目的別）」（資料編６８

ページ）のとおりです。 

・ 主な目的別歳出の構成比は、民生費（３３．５％）、公債費（１２．２％）、総

務費（１２．０％）、土木費（１０．３％）、教育費（９．３%）の順となってお

り、これらで全体の７７．３％を占めています。 

・ これらの増減率をみると、民生費が１４．０%増、公債費は０．０%減、総務費

が２２．８％減、土木費が２．７％増、教育費が９．１%増となっています。 

民生費の増については、児童福祉費、生活保護費、社会福祉費などの扶助費の

増、特に２２年度から実施の子ども手当に伴い大きく増加したものです。公債費

については、元利償還金の額については前年度とほぼ変わりませんが、内訳をみ

ると、元金償還額については１．５億円程度増加し、利子償還額については近年

の低金利の影響や公的資金補償金免除繰上償還を実施し、低金利のものへ借換え

をした影響もあり１．６億円減となっています。総務費の減については、高砂街

区再整備事業、基金造成費、合併準備経費などの減により大きく減となったもの

です。土木費の増は、栄・常盤地区市街地再開発事業、多目的国際ターミナル整

備事業などの港湾整備事業の増などによるものです。教育費の増については、総

合教育センター建設、小・中耐震対策費、学校給食センター建設費などの増によ

るものです。また、商工費については本市独自の経済対策としての緊急経営対策

資金利子補給事業の増やハウステンボスへの再生支援交付金などの増はあったも

のの、定額給付金給付事業、水族館整備事業の終了により２７．９%と大きく減

少しています。労働費については、前年度比６６．３％増と大きく増加していま

すが、経済雇用対策として国の交付金を活用した県の基金事業である緊急雇用創

出事業、ふるさと雇用再生特別基金事業を実施したことによる増です。 



 

- 23 - 

 

５．  性質別歳出 

・ 性質別歳出の構成比は、「第６表 歳出の推移（性質別）」（資料編７４ページ）

のとおりです。 

・ 義務的経費は人件費（前年度比３．４％減）、扶助費（同１８．５％増）及び公

債費（同０．０％減）であり、義務的経費のトータルで前年度比６．１％の増と

なりました。その構成比は、歳出総額の増などにより、前年度比４．１ポイント

増の５０．０％となりました。 

・ 投資的経費は前年度比１０．７％減となっています。このうち普通建設事業費

は補助事業費については栄・常盤市街地再開発事業、小・中学校耐震対策費、保

育所施設整備事業などの増により２８．０％増加しましたが、単独事業費につい

ては、保健福祉センター建設及び水族館整備事業の終了、前年度に経済対策とし

て臨時交付金を活用した事業を実施したことによる減により前年度比２５．４%

減少しています。 

・ その他の経費は、補助費等（前年度比３７．９%減）、積立金（同１５．２％減）、

物件費（同４．１％減）、維持補修費（同１．５%減）、投資出資・貸付金（同２

４．３％増）、繰出金（同４．５％増）となっており、全体として２．６％減とな

っています。補助費等の減は、前年度に定額給付金給付事業があったことや一部

事務組合解散に伴う佐世保地域広域市町村圏組合清算事業の終了などにより大き

く減少したことにより、積立金については、前年度の特殊要素である佐世保地域

広域市町村圏組合の解散に伴う構成団体への返還金、長崎県市町村振興協会市町

村配分金を財源とした財政調整基金への積み立てがなくなったことによる減で

す。また、投資出資・貸付金の増は本市独自の経済雇用対策である緊急経営対策

制度融資預託金の増や、水道料金改定の激変緩和に係る水道事業会計への貸付金

を行ったことによる増です。 

 

・ 義務的経費の構成比は、平成１４年度以降、扶助費、公債費の増に伴い、増加

傾向となっていますが、平成２１年度については、義務的経費の額については伸

びているものの経済対策などによる決算規模の増加により構成比は相対的に減少

していました。平成２２年度についても決算額、構成比ともに前年度より伸びて

おり、増加の傾向は変わりません。 

一方、投資的経費の構成比は、平成１２年度以降、大型事業の終息などにより

低下傾向でしたが、平成１８年度は１４．７％（前年度比１．３ポイント増）、平

成 19 年度は１６．４％（同１．７ポイント増）と増加傾向となり、平成２０年

度は１３．８％（同２．6 ポイント減）、平成２１年度は経済対策等があり１４．

３％（同０．５ポイント増）、平成２２年度は１３．１%（同１．２ポイント減）



 

- 24 - 

となっています。また、投資的経費のうち普通建設事業の内訳を補助事業費、単

独事業費の別にみると、平成１３年度から１０年連続して単独事業費が補助事業

費を上回っています。 

 

（５）財政構造の弾力性 

① 経常収支比率 

・ 平成２２年度の経常収支比率は、前年度より３．７ポイント減の８３．７％と

なりましたが、平成 14 年度以降８０％を上回っています。 

・ その内訳は、人件費が２４．９％（前年度２７．３％）、公債費が２０．１％（同

２１．４％）、物件費が１２．１％（同１２．５％）などとなっています。 

・ 生活保護費や私立・公立保育所運営費の増などが経常経費充当一般財源の増加

要因としてありましたが、市税が減少したものの臨時財政対策債を含む実質的な

普通交付税が増加したことなどから歳入の経常一般財源が増額となり前年度を下

回っています。 

・ 経常収支比率の推移は、「第３表 普通会計財政状況の推移」（資料編５６ページ）

のとおりです。 

・ 近年の推移をみると、一般財源の堅調な伸び、義務的経費の縮減に支えられて

昭和６０年度以降低下を続け、平成４年度には７１．３％まで低下しましたが、

一般財源の伸び悩みに加え公債費の増加もあって平成５年度から上昇に転じ、平

成７年度には８年ぶりに８０％台となっています。その後、普通交付税の増加、

地方消費税交付金の創設などによる経常一般財源の増加によって、再び平成１０

年度から８０％を下回っていましたが、平成１４年度は、ハウステンボスの税収

減及び利子割交付金の減少に伴い経常一般財源（歳入）が大幅に減少し、８０％

を上回る結果となりました。その後扶助費等の社会補助費の伸びから年々増加し、

また平成 18 年度以降交付税が減少したこともあって徐々に上昇し、平成２０年

度は８７．８％（１市２町の合算値は８８．１％）と近年で最も高い数値となっ

ていました。平成２１年度、２２年度については、扶助費の伸びなどによる経常

経費充当一般財源の伸びもありますが、それ以上に国の地方財政対策による普通

交付税の増などにより経常一般財源（歳入）が増加したことにより比率は減少し

ています。 

② 公債費負担比率及び起債制限比率 

ア 起債制限比率 

・ 平成２２年度の起債制限比率は、前年度比０．６ポイント減の１０．２％と

なりました。 

・ これは起債の発行を、原則として地方交付税措置のある有利な起債に限定す

ることに努めた結果によるものです。 
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・ 近年の起債制限比率の推移は、「第３表 普通会計財政状況の推移」（資料編５

６ページ）のとおりで平成５年度に１０．２％にまで低下しましたが、その後

上昇に転じ、平成９年度、平成１０年度の１２．３％がピークとなっています。

その後は地方交付税措置のある有利な起債に限定するとともに発行額の抑制に

努めていることにより１１％前後で推移し、平成２２年度では１０．２%まで

低下しています。 

イ 公債費負担比率 

・ 平成２２年度の公債費負担比率は、前年度と比べると０．１ポイント減の１

６．５％となっています。これは、一般財源等は減少したものの、その減少幅

より、公債費充当一般財源の減少幅が大きかったことによるものです。 

・ 近年の公債費負担比率の推移は、「第３表 普通会計財政状況の推移」（資料編

５６ページ）のとおりです、起債制限比率の推移と同じく、平成５年度に１１．

２％にまで低下しましたが、その後、公債費の増加に伴い上昇に転じ、１５％

前後で推移していましたが、平成１３年度に１６．０％となり、平成１４年度

以降１６％を超えた状態にあります。このことで財政構造の硬直化が進んでい

ることが伺えますが、平成２１、２２年度と連続で減少はしています。 

ウ 実質公債費比率 

・ 平成２２年度の実質公債費比率は、前年度と比べると０．７ポイント減の１３．

１％となっています。実質公債費比率は３か年の平均値で算出することとなって

おり、前年度の数値との差は、２２年度の数値でいえば１９年度と 22 年度の単

年度の数値の差（２．１ポイント減（19 年度単年度１４．８％、22 年度単年

度１２．７％））によって発生することとなります。そこで２２年度と１９年度

の単年度での数値比較を行うと、元利償還金が１．５億円減、公営企業の償還財

源としての繰出金が１．４億円減、公債費に準ずる債務負担行為に係るものが０．

８億円減、また、比率算出の分母となる標準財政規模が、普通交付税の３７．４

億円増と臨時財政対策債発行可能額の３０．９億円の増により４３．２億円増加

したことで１９年度単年度の比率より２２単年度比率は減少しています。よって、

２２年度数値（３か年平均）は前年度比０．７ポイント減という結果になってい

ます。 

 

（６）将来負担比率 

一般会計等の将来負担比率は８３．６％となり、早期健全化基準の３５０．０％

を大幅に下回っています。 

これは標準的な税収入などの約０．８４倍が将来負担額であることを示すもので、

交付税措置のある有利な市債などを活用してきたことや、基金等の保有額が多いこ

とから良好な数値となっています。 
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前年度との比較においては、１１．８ポイント減少し好転しています。原因とし

ては、財政運営方針として市債発行額が元金償還額を上回らないようにしているこ

とにより市債残高が減少したこと、退職手当負担見込額が対象職員の減と給与改定

の影響などで減少したこと、将来負担額から差し引く充当可能財源となる基金が増

加したこと、また比率算出の分子となる標準財政規模が普通交付税、臨時財政対策

債発行可能額の増により大きく増加したことが主な要因です。 

健全化法の対象範囲は、「図解 健全化判断比率等の対象」（資料編９０ページ）

のとおりです。 

 

① �   地方債の現在高 

・ 一般会計等の平成２２年度末における地方債現在高は１，２８９億１，６３２

万円で、対分母比２４４％と最も多い割合を占めています。 

・ 近年の地方債現在高の目的別構成比及び借入先別構成比（普通会計ベース）の

推移は、「第２図 地方債現在高目的別構成比の推移」（資料編９２ページ）及び「第

３図 地方債現在高借入別構成比の推移」（資料編９３ページ）のとおりです。 

・ 地方債現在高の目的別をみると、一般単独事業債が最も大きな割合（２７．６％）

を占め、以下、臨時財政対策債（２３．６％）、一般公共事業債（１３．０％）、

教育・福祉施設等整備事業債（１２．０％）、公営住宅建設事業債（８．１％）、

過疎対策事業債（５．１％）、減税補てん債（３．５％）の順となっています。そ

の推移をみると、財源不足を補てんするための、いわゆる赤字地方債である臨時

財政対策債の伸びが大きいです。 

・ 地方債現在高の借入先別の構成比は、財政融資資金・郵政公社資金・地方公共

団体金融機構の公的資金が７８．４％を占め、市中銀行や保険会社などの民間資

金が２１．６％となっています。その推移をみると、臨時財政対策債の増発に伴

い財政融資資金が平成１６年度まで急増しています。平成１７年度から２１年度

の６町との合併の都度、地方債残高は増加していますが、合併の要素を除けば、

地方債発行額を元金償還額が上まらないようにしていることで残高は減少してい

ます。 

 

② 債務負担行為に基づく支出予定額 

・ 債務負担行為に基づく平成２３年度以降支出予定額は、２４億２，３０４万円

であり、対分母比５％です。翌年度以降支出予定額を目的別にみると、アルカス

ＳＡＳＥＢＯ用地取得費が最も多く１５億２，５４５万円で全体の６３．０％を

占め、次に西海パールシーセンター施設取得費４億７，３８１万円が全体の１９．

６％を占めています。目的別の内訳は、「第４図債務負担行為に基づく支出予定額」

（資料編９４ページ）のとおりです。 
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③ 公営企業債等繰入見込額 

・ 公営企業債等繰入見込額とは、地方公営企業において償還する企業債のうち、

経費負担区分の原則等に基づき、一般会計等がその償還財源を負担すべきもので

す。繰入見込額は３０４億９，２８４万円であり、対分母比５８％と地方債残高

に次ぐ比率です。 

・ 各地方公営企業への繰入見込額は「第５図 公営企業債等繰入見込額」（資料編

９５ページ）のとおりで、下水道事業への負担が最も多く１８５億７，１３３万

円、卸売市場事業の５１億７３５万円、総合病院事業の３９億９，４２５万円、

水道事業の２４億８７８万円の順となっています。下水道事業が突出して多いの

は、下水道の拡張に伴う地方債発行額の増加によるもので、現在の普及率から推

測すると、当分の間高い比率で推移すると考えられます。また、何れの会計への

負担見込額について、繰出し基準を上回る繰入見込額となっており、公営企業の

収支改善が課題と考えられます。 

 

④ 組合等負担等見込額 

・ 本市が加入する一部組合等は、長崎県後期高齢者医療広域連合、長崎県市町村

総合事務組合、北松南部清掃一部事務組合の３つです。何れの組合も地方債残高

が無いため、負担見込み額はゼロです。 

 

⑤ 退職手当負担見込額 

・ 退職手当負担見込額は２０３億８，９０２万円で、対分母比３９％です。一般

会計等が負担すべき職員数は、２，０７４名で、これは平成２２年度末の一般会

計・住宅事業会計・老人保健医療事業特別会計・介護保険事業特別会計に所属す

る職員と、特別職を合計した人数です。老人保健医療事業特別会計・介護保険事

業特別会計の職員については、一般会計が給与を負担しているため、退職手当の

負担見込み額についても、一般会計等が負担することとなります。 

  前年度と比較し負担見込額は、退職手当支給の対象職員の減と給与改定などの

影響、また、退職手当支給業務の処理組合への積立不足額の減により減少してい

ます。 

 

６．  設立法人の負債等負担見込額 

・ 設立法人の負債等負担見込額は１億５，９８６万円で、対分母比０．３％とな

っています。 

・ このうち、土地開発公社にかかる負担額はゼロですが、これは土地開発公社の

保有する土地全てが佐世保市からの依頼土地であり、債務負担行為に基づき買戻

しがされているためです。土地開発公社独自に取得した資産は存在せず、健全経
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営を行ってきたことが証明されています。 

・ 第三セクター等の損失補償債務等にかかる負担見込額が１億５，９８６万円で

あり、この内訳は地方バス路線維持に係る損失補償５，８４０万円、長崎県信用

保証協会に係る損失補償６，９４６万円、長崎県林業公社に係る損失補償３，１

９９万円です。 

 

⑦ 連結実質赤字額、組合等連結実質赤字額負担見込額 

・ 連結実質赤字額は黒字であるため、負担見込額はゼロです。 

・ 本市が加入する一部組合等は、長崎県後期高齢者医療広域連合、長崎県市町村

総合事務組合、北松南部清掃一部事務組合の３つです。何れの組合も黒字である

ため、負担見込額はゼロです。 

 

⑧ 充当可能基金 

・ 充当可能基金額は１９３億９，６９０万円で，分母比３７％です。充当可能基

金は、合併市町村振興基金、中央卸売市場移転整備基金、グリーンニューディー

ル基金、住民生活に光をそそぐ基金、過疎地域自立促進特別事業基金を除く基金

が対象となっています。 

・ 普通会計における積立金現在高の状況は、「第７表 積立金」（資料編８０ページ）

のとおりです。このうち財政調整基金は７０億７，０９８万円となり、標準財政

規模に対する比率は、１１．４％となっています。（標準財政規模の５％程度が適

当といわれています。）なお、残高のうち３４．５億円については耐震対策や国体

関係経費など今後の臨時的大規模事業への充当を予定しており、その特殊要因を

除いても５．８％と目標を達成しています。 

 

⑨ 充当可能特定歳入 

・ 充当可能特定歳入額２４６億６，０５０万円で，分母比４７％です。都市計画

税の一部、住宅使用料、地域総合整備資金等の貸付金、地方独立行政法人貸付金

に対する返還金、特別養護老人ホーム償還相当分が該当し、それぞれ１３７億４，

２８６万円、９８億６，７２１万円、1 億１，１８１万円、５億２０９万円、４

億３，６５４万円となっています。 

 

⑩ 基準財政需要額算入見込額 

・ 公債費等の交付税算入見込額は９４０億９，９８３万円で、分母比１７８％で

す。一般会計等の地方債残高と公営企業債等繰入見込額合計の５９．０％を占め

ており、交付税措置のある有利な市債を活用して来たことがわかります。 
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２ 財源の状況（歳入） 
（１）地方税 

・ 地方税の決算額は２９１億１，２９１万円で、前年度と比べると１．２％減とな

っています。 

これは、個人市民税の減によるものですが、不況による影響や公務員給与の引き

下げに伴う減などにより減少したものです。 

歳入総額に占める地方税の割合は、昭和６３年度（３３．１％）をピークとして低

下を続けたのち、平成７年度から上昇に転じましたが、特別減税、景気の低迷等に

よる減収、経済対策などによる財政規模の拡大もあって平成１０年度から２年連続

で低下しました。平成１２年度から再び上昇し、平成１４年度に２８．７％となり

ましたが、平成１５年度及び平成１６年度は大口の未納の影響や市町村合併により

２８．３％と同率で推移し、平成１７年度から２年連続で低下し、平成１８年度は

２６．１％と昭和６０年度以降最低の割合にまで低下しましたが三位一体の改革に

伴う税源移譲などにより平成 19 年度、20 年度はそれぞれ２８．３％、２８．２％

と上昇傾向があったものの、平成２１年度については、国の経済対策に伴う国庫支

出金及び佐世保地域広域圏組合の解散に伴う構成団体への返還金といった特殊要因

が重なったことで、地方税の構成比は相対的に下がり２４．２％と低い水準になっ

ています。平成２２年度については、決算額も前年度より減少しており構成比も前

年度とほぼ同じで２４．３%となっています。 

・ 市税の税目別内訳は、「第８表 市税の推移」（資料編８１ページ）のとおりであり、

主な税目についてみると、次のとおりです。 

普通税は１．４％減となっています。このうち、市民税については個人分が４．

３％減、法人分は２．３％増となり、この結果、市民税全体では３．１％減となり、

前年に引き続き減収となっています。固定資産税については、０．２％減となって

います。軽自動車税については、近年の好調な売れ行きを反映して１．７％増、た

ばこ税については、２．６％増となっています。 

目的税は０．２％増となりました。このうち都市計画税については０．１％増、

入湯税については１１．５%増となりました。 

・ 近年の市税収入額の推移は、「第６図 市税収入額の推移」（資料編９６ページ）の

とおりであり、収入総額は平成６年度及び平成１０年度には特別減税の実施等によ

り、また、平成１１年度から１５年度までは景気低迷の影響等により前年度を下回

りました。平成１６年度に多額の滞納繰越分の納入により結果的に前年度を上回り

ましたが、平成１７年度には再び前年度を下回ることとなりました。平成１８年度

および 19 年度は、税源移譲等で個人市民税が大幅増であった影響もあり増加してい

ます。なお、平成４年度までは個人市民税が最も大きな割合を占めていましたが、「ハ
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ウステンボス」の開設などによる固定資産税の増収により、平成５年度以降はその

順位が逆転しています。 

・内訳は固定資産税が４２．９％（前年度４２．４％）で最も大きい割合を占め、次

いで市民税が４２．７％（前年度４３．５％）となっており、両者で８５．６％（同

８５．９％）を占めています。 

 

（２）地方譲与税 

・ 地方譲与税の決算額は８億９，４２５万円で、前年度と比べると３．６％減となり

ました。また、歳入総額に占める割合は０．８％（前年度比率０．８％）でした。 

・ 地方譲与税の内訳をみると、平成２１年度から道路特定財源の一般財源化に伴い

地方道路譲与税の名称が地方揮発油譲与税に変更されたことにより、地方道路譲与

税が皆減し、地方揮発油譲与税が増加し２億５，９１１万円（同７５．７%増）、自

動車重量譲与税が６億２，１２８万円（同６．９％減）、特別とん譲与税１，３８７

万円（同３１．１％増）となっています。 

 

（３）地方交付税 

・ 地方交付税総額の決算額は２８８億４，５５７万円で、前年度と比べると８．８％

増となりました。また、歳入総額に占める割合は、平成２年度をピークとして低下傾

向にありましたが、平成７年度に上昇に転じたのちは平成１１年度まで１６％台～１

９％台で推移し、平成１２年度には平成４年度以来８年ぶりに２０％を超え、平成１

４年度まで３年連続で２０％を超えました。平成１５年度は、国の交付税総額が７．

５％減となったことにより１８．９％と大きく低下しました。平成１７年度以降は、

合併算定替の影響もあり２０％代で推移しています。平成２０年度は２２．３％（前

年度比０．８ポイント増）、平成２１年度は２１．８％（前年度比４．０％増）、平成

２２年度は２４．１%（前年度比８．８％増）と以下に記述するように普通交付税の

増により比率は高くなっています。 

・ 普通交付税の決算額は２６６億５，２５１万円で、前年度と比べると９．７％増

となりました。これは、平成２２年度地方財政対策における地域活性化・雇用等臨時

特例費の創設などにより１．１兆円増額されてことに加え、国の「円高・デフレ対応

のための緊急総合経済対策」に係る補正予算による増額があったことにより大きく増

加したものです。 

・ 特別交付税の決算額は２１億９，３０７万円で、前年度と比べると１．０％減と

なっています。 

 

（４）地方特例交付金 

・ 地方特例交付金は、平成18 年度及び平成19 年度の児童手当の制度拡充に伴う地方負
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担の増加分並びに平成22 年度の子ども手当創設に伴う地方負担の増加分等に対応するた

めに交付される児童手当及び子ども手当特例交付金、所得税で控除しきれない住宅借入金

等特別税控除の減収分、自動車取得税における低燃費車・低公害車等を対象とする税率軽

減措置の実施に伴う自動車取得税交付金の減収による地方公共団体の減収分を補てんする

減収補てん特例交付金の合算額であり、平成２２年度の決算額は子ども手当の地方負担の

増加分が新たに対象となったことで前年度比２４．０％増の４億３，２４４万円となって

います。また、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんする減税補てん特例交付

金が、平成１９年度から廃止されたことに伴う経過措置として、平成１９年度から平成２

１年度までの間交付されていた特別交付金については、時限終了に伴い本年度から交付さ

れていません。 
 

 

（５）一般財源 

・ 一般財源の決算額は６２０億４，２０２万円で、前年度と比べると３．３％増と

なりました。また、歳入総額に占める割合は、平成元年度（５６．６％）をピークと

して低下を続け、平成７年度～９年度にかけて一旦上昇したものの、経済対策などに

より国庫支出金、地方債が大きく増加したことなどから平成１０年度、１１年度に再

び低下し、平成１２年度、１３年度は一般財源総額の増加に加えて財政規模が縮小し

たことから上昇しました。平成１６年度は、多額の滞納繰越分の納入による地方税の

大幅増により５５．５％となり、平成１７年度は同影響などによって０．７ポイント

減の５４．８％となりました。平成１８年度は合併特例債の発行増による地方債の増

加により５３．９％となりました。平成２０年度は、地方税の増により５５．４％と

前年度比１．５ポイント上昇しました。平成２１年度は４９．４％となっていますが

が、国の二度の補正予算による経済対策により国庫支出金が大幅に増加したことや佐

世保地域広域市町村圏組合の解散に伴う構成団体への返還金による財産収入の増や長

崎県市町村振興協会市町村配分金、中小企業緊急経営対策資金の融資枠の増額に伴う

預託収入の増により諸収入が増加したことなどの特殊要因が重なったことにより相対

的に比率が減少していました。平成２２年度は市税の減はありましたが、地方交付税

の増もあり５１．８%と前年度比２．４ポイント上昇しています。 

・ 上記の(1)～(4)以外の一般財源では、利子割交付金９，３８８万円、地方消費税交

付金２４億３，２８６万円、ゴルフ場利用税交付金３，９９０万円、配当割交付金３，

２５５万円、株式譲渡所得等所得割交付金１，０６５万円、自動車取得税交付金１億

４，７００万円となっており、前年度と比べ２．０％減となっています。 

 

（６）国庫支出金 

・ 国庫支出金の決算額は１８４億１，８１９万円で、平成２１度においては、国の
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二度の補正予算による経済対策により定額給付金給付事業費補助金、地域活性化臨

時交付金の増により前年度比５３．１％の大幅な増で歳入総額に占める割合も１７．

６%（前年度比４．５ポイント増）となっていました。２２年度においては、経済雇

用対策の繰越分や子ども手当創設に伴う負担金の増などにより前年度比１４．０%の

減にとどまっており、歳入総額に占める構成比も１５．４%となっています。 

・ 内訳をみると、生活保護費負担金が６５億４，５６５万円で最も大きな割合（構

成比３５．５％）を占め、普通建設事業費支出金が２４億４，４２３万円（同１３．

３％）、障害者自立支援給付費等負担金１７億５，４４４万円（同９．５％）、児童

保護費負担金が１６億３，５５４万円（同８．９％）となっています。 

・ また、内訳の増減率をみると、子ども手当負担金が皆増、普通建設事業費支出金

が２５．６％減、定額給付金給付事業費補助金が皆減、障害者自立支援給付費等負担

金１４．３％増、生活保護費負担金が１．６％増、児童保護費等負担金２．６％増と

なっています。 

 

（７）県支出金 

・ 県支出金の決算額は７８億３，６５４万円で、保育等緊急整備事業費、保育対策

促進事業費、漁港整備事業費、緊急雇用・ふるさと雇用事業費などの増により前年度

比２０．３％増となっています。歳入総額に占める割合は、前年度比１．１ポイント

増の６．５％となっています。 

・ 内訳をみると、国庫財源を伴うものが４８億８，６０７万円で６２．３％（前年

度６７．０％）、県費のみのものが２９億５，０４８万円で３７．７％（同３３．０％）

となっています。 

また、種別の主な内訳は、児童保護費負担金１０億７６４万円（構成比１２．９％）

と最も大きな割合、障害者自立支援給付費等負担金が９億６９４万円（同１１．６％）

を占め、普通建設事業費支出金が８億７，２８５万円（同１１．１％）となってい

ます。 

・ 内訳の増減率をみると、子ども手当負担金が皆増、児童保護費負担金が２．２％

増、障害者自立支援給付費等負担金が２．７％減、普通建設事業費支出金が２０８．

４％の増となっています。 

 

（８）地方債 

・ 地方債の決算額は１００億５，４２０万円で前年度と比べると保健福祉センター

建設や水族館整備事業の終了による減があるものの、臨時財政対策債の増により１

１．４%増となっています。 

・ 地方債依存度（歳入総額に占める地方債の割合）は前年度と比べると１．０ポイ

ント増の８．４％であり、平成２１年度の地方全体の平均値１２．６％（市町村のみ

８．７%）を下回っています。 
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なお、この地方債依存度の推移は、「第７図 地方債依存度の推移」（資料編９７ペ

ージ）のとおりです。 

・ 地方債の種類別の発行状況をみると、臨時財政対策債が５４億９，６００万円で

最も大きな割合（地方債発行額の同５４．７％）を占め、以下、合併特例事業債を

含む一般単独事業債が２８億４，８８０万円（２８．３％）、一般公共事業債８億

９，８２０万円（同８．９％）、過疎対策事業債が３億８，３５０万円（同３．８％）

の順となっています。 

 

（９）その他の収入 

① 使用料、手数料 

・ 使用料及び手数料の決算額は２８億７，２０３万円で、前年度と比べると０．

７％減となっており、歳入総額に占める割合は２．４％（前年度２．４％）となっ

ています。 

・ 使用料の決算額は２０億５，２０１万円で、前年度と比べると２．６％減とな

っています。その内訳をみると、公営住宅使用料が１３億４，０８４万円（前年度

比０．４％減）、保育所使用料１億９８８万円（同３．９％減）となっています。 

・ 手数料の決算額は８億２，００２万円で、前年度と比べると４．３％増となっ

ています。その内訳をみると、戸籍手数料など法定受託事務に係るものが１億５，

４２６万円（前年度比４．２％増）、徴税手数料など自治事務に係るものが６億６，

５７６万円（同４．４％増）となっています。 

② 国有提供施設等所在市町村助成交付金（通称「基地交付金」） 

・ 基地交付金の決算額は７億８，６４２万円で、前年度と比べると５．１％増と

なっています。 

③ 繰入金 

・ 繰入金の決算額は３３億８，０１４万円と前年と比べると３７．２%減しており、

これは財政調整基金の合併準備経費への充当の終了や地方交付税の増額により、財

政調整２基金の取り崩し額が減少したことなどによるものです。 

⑤  繰越金 

・ 繰越金の決算額は４２億４，７７５万円で、前年度と比べると３．３％増とな

っています。歳入総額に占める割合は３．５％と前年度と比べ０．１ポイント増加

しています。 

・ 内訳を見ますと、純繰越金が３７億４，８９３万円で前年度と比べると１２．

８％増、繰越事業充当繰越金が４億９，８８２万円で前年度比３６．６％減となっ

ています。 

⑥  その他 

・ その他の収入の決算額は１０１億３，２７１万円で、前年度比１１．３％減と
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なっており、歳入総額に占める割合は８．５％となっています。 

・ その内訳をみると、諸収入が７３億４，２５１万円（前年度比１７．９％増）

となっておりますが、これは本市独自の経済対策として、中小企業緊急経営対策資

金融資枠を１５．４億円増加したことなどによるものです。財産収入が５億９，１

９８万円（同７９．５％減）となっておりますが、これは２１年度の特殊要素とし

て佐世保地域広域市町村圏組合の解散に伴う構成団体への返還金が２０億４，３８

３万円あったことによる減です。分担金及び負担金が２１億２，１５６万円（同４．

７％減）、交通安全対策特別交付金４，６７９万円（同２．４％減）、寄附金が２，

９８８万円（同１１．４％減）となっています。
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３ 経費の内容（目的別歳出） 

（１）総務費 

・ 総務費の決算額は１３７億５，５０１万円で、高砂街区再整備事業費、基金造成

費、佐世保地域広域市町村圏組合清算経費、合併準備経費などの減により前年度比２

２．８％減となっています。また、総務費の歳出総額に占める割合は前年度比３．２

ポイント減の１２．０％となっています。 

・ 総務費の目的別内訳は、全般的な管理事務費である総務管理費が最も大きな割合

（総務費総額の８７．５％）を占め、以下、徴税費（同７．０％）、戸籍・住民基本

台帳費（同２．４％）、選挙費（同１．３％）、統計調査費（同１．１％）、監査委員

費（同０．７％）、の順となっています。また、各費目の伸び率は、総務管理費が２

５．１％減（基金造成費、高砂街区再整備事業、佐世保地域広域市町村圏組合清算経

費の減）、徴税費が５．１％増、戸籍・住民基本台帳費が２２.７％減（合併に伴うシ

ステムデータ統合経費の減などによる減）、選挙費が３０．９％減（選挙執行費の減

（衆議院議員選挙、県知事選挙））、統計調査費が１６３．２％増（国勢調査に係る経

費などによる増）、監査委員費が３．６％増となっています。 

・ 性質別内訳は、人件費が最も大きな割合（４１．４％）を占め、以下、積立金（３

１．０％）、物件費（１４．５％）、普通建設事業（１０．３％）、補助費等（２．３％）

の順となっています。 

また、各性質の対前年度の伸び率をみると、人件費が０．７％減、積立金等が２

６．４％減（佐世保地域広域市町村圏組合返還金等の財政調整基金への積立の減）、

物件費１８．９％減（庁内情報化基盤整備事業費の減）、普通建設事業費が３２．

４％減（高砂街区再整備事業費の減）、補助費等が８０．９％減（佐世保地域広

域市町村圏組合清算経費の皆減などによる減）となっています。 

・ 主な事業（特徴的なもの）としては、高砂街区再整備事業費７億７，０５１万円、

庁内情報化基盤整備事業１億８３万円などです。 

 

（２）民生費 

・ 民生費の決算額は３８２億７，２８９万円で、児童福祉費、生活保護費などの扶

助費の増により、前年度と比べると１４．０％増となっています。また、民生費の歳

出総額に占める割合は前年度比４．９ポイント増の３３．５％で、最も大きな構成比

となっています。 

・ 民生費の目的別内訳は、児童福祉費が最も大きな割合（民生費総額の３６．４％）

を占め、以下、生活保護費（同２５．３％）、老人福祉費（同１９．２％）、障がい者

福祉対策や他に分類できない総合的な福祉対策に要する経費である社会福祉費（同１

９．０％）、災害救助費（同０．０％）の順となっています。また、各費目の伸び率

は、児童福祉費が３３．８％増（子ども手当創設に伴う増など）、生活保護費が８．



 

- 36 - 

５％増（被保護者の増など）、社会福祉費が４．９％増（障害者自立支援給付費、国

民健康保険事業への繰出金の増など）、老人福祉費が０．９％増（後期高齢者医療事

業・介護保険事業への繰出金の増など）、災害救助費が３６．５％増（東北地方太平

洋沖地震緊急支援事業による増）となっています。 

・ 性質別内訳は、扶助費が最も大きな割合（民生費総額の６５．１％）を占め、以

下、繰出金（同２１.１％）、物件費（同４．１％）、人件費（同３．７％）、補助費等

（同２．３％）の順となっています。また、各費目の対前年度の伸び率をみると、扶

助費が１８．３％増（子ども手当、生活保護費などの増）、繰出金が２．１％増（国

民健康保険事業への繰出金の増など）、物件費が７．５％増、人件費が７．４％減、

補助費等が９．３％減となっています。 

・ 主な事業（特徴的なもの）としては、生活保護費９０億７，７１６万円、子ども

手当支給事業３８億９，５２７万円、介護保険事業会計繰出金３０億４，８１４万円、

後期高齢者医療制度療養給付費負担２３億５，９７８万円、敬老特別乗車証交付事業

４億３，８６７万円などであります。 

 

（３）衛生費 

・ 衛生費の決算額は９５億１，７９３万円で、前年度比８．２％減となっています。

また、衛生費の歳出総額に占める割合は前年度比０．５ポイント減の８．３％となっ

ています。 

・ 衛生費の目的別内訳は、保健衛生費が最も大きな割合（衛生費総額の４９．７％）

を占め、以下、清掃費（同４３．９％）、保健所費（同６．１％）、結核対策費（同

０．３％）の順となっています。また、各費目の対前年度の伸び率は、保健衛生費

が１３．４％減、清掃費が２．９％減、保健所費が１．２％増、結核対策費が２．

７％増となっています。 

・ 性質別内訳は、物件費が最も大きな割合（衛生費総額の４１．２％）を占め、以

下、人件費（同２６．５％）、補助費等（同１６．４％）、普通建設事業費（同５．９％）、

水道事業及び総合病院事業に対する投資及び出資金（同４．５％）の順となっていま

す。また、各費目の対前年度の伸び率をみると、物件費が４．０％増（予防接種事業

費の増など）、人件費が２．０％減、補助費等が４．３％増（下水道事業会計への繰

出金の増など）、普通建設事業費が６５．５％減（保健福祉センター建設費の減など）、

投資及び出資金が１０．４％減（病院事業会計への繰出金の減など）、となっていま

す。 

・ 主な事業（特徴的なもの）としては、予防接種事業５億５，２１５万円、健康診

査事業３億９，６１７万円などです。 
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（４）農林水産業費 

・ 農林水産業費の決算額は２６億５３６万円で、前年度と比べると８．７％減とな

っています。構成比は、昭和６２年度の４．８％をピークとして低下傾向にあり、依

然として低い水準にあります。 

・ 農林水産業費の目的別内訳は、水産業費が最も大きな割合（農林水産業費総額の

３９．１％）を占め、以下農業費（同２６．７％）、農地費（同１５．２％）、畜産業

費（同１２．６％）、林業費（同６．３％）の順となっています。また、各費目の対

前年度の伸び率は、水産業費が８．３％増（黒島地区・神崎地区水産物供給基盤整備

事業の増など）、農業費が２２．７％減（農政ビジョン施設整備事業の減など）、農地

費が１８．４％減（耕作放棄地解消緊急整備事業、老朽ため池整備事業費の減など）、

畜産業費が１．５％減となっています。 

・ 性質別内訳は、漁港整備事業、基盤整備促進事業（農道整備など）などの普通建

設事業費が最も大きな割合（農林水産業費総額の４１．３％）を占め、以下、人件

費（同１８．９％）、補助費等（同１８．３％）、貸付金（同９．０％）の順となっ

ています。また、各費目の伸び率をみると、普通建設事業費が１５．９％減（農政

ビジョン施設整備事業、耕作放棄地解消緊急整備事業の減など）、人件費が１７．４％

減、補助費等が２．８％増、貸付金が０．７％増となっています。 

・ 主な事業（特徴的なもの）としては、漁港整備事業費６億２，７８２万円、有害

鳥獣被害防止対策事業９，７７９万円、中山間地域等直接支払事業費２億４，８２１

万円などです。 

 

（５）商工費 

・ 商工費の決算額は８６億４，８８９万円で、前年度比２７．９％減となっていま

す。また、商工費の歳出総額に占める割合は前年度比２．６ポイント減の７．６％と

なっており、平成６年度、７年度の９．８％をピークとして低下傾向で、平成１４年

度以降６％前後で推移していましたが、平成２１年度は定額給付金事業等経済対策に

より比率が大幅に上昇していました。平成２２年度は本市独自の経済対策である中小

企業緊急経営対策融資預託金の増がありましたが、前年の特殊要素による減や水族館

整備事業の終了もあり比率は減少しています。 

・ 商工費の性質別内訳は、貸付金が最も大きな割合（商工費総額の６１．４％）を

占め、以下、補助費が（同１９．６％）、普通建設事業費（同５．１％）、卸売市場

事業に対する繰出金（同６．７％）、物件費（同２．９％）の順となっています。ま

た、各費目の対前年度の伸び率をみると、貸付金が３２．０％増（中小企業資金融

資預託金の増）、補助費等が６５．６％減（定額給付金給付事業の減）、普通建設事

業費が７４．３％減（水族館整備事業費終了による減）、繰出金は０．０％増でほぼ

増減なし、物件費が５０．８％減（定額給付金給付事業の減）となっています。 
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・ 主な事業（特徴的なもの）としては、観光客誘致促進事業１億９，０６２万円、

企業立地推進事業２億５，９１８万円、中小企業緊急経済対策事業１３億３，８９９

万円などです。 

 

（６）土木費 

・ 土木費の決算額は１１７億３，９８６万円で、前年度と比べると２．７％増とな

っています。また、土木費の歳出総額に占める割合は前年度比０．５ポイント増の１

０．３％となっています。 

・ 土木費の目的別内訳は、都市計画費が最も大きな割合（土木費総額の３３．６％）

を占め、以下、道路橋りょう費（同２３．５％）、港湾費（同２２．１％）、住宅費（同

７．５％）、河川費（同７．０％）、土木管理費（同６．２％）、の順となっています。

また、各費目の伸び率は、都市計画費が１７．４％増（栄・常盤市街地再開発事業の

増など）、道路橋りょう費が１６．８％減（生活関連道路整備の減など）、港湾費が４

１．０％増（多目的国際ターミナル整備事業の増など）、住宅費が３７．３％減（公

営住宅建設事業費の減など）、河川費が２５．１％増、土木管理費が１２．９％減と

なっています。 

・ 性質別内訳は、普通建設事業費が最も大きな割合（土木費総額の５３．７％）を

占め、以下、人件費（同１３．５％）、下水道事業への繰出金などの補助費等（同１

３．１％）、物件費（同５．８％）、港湾整備事業などへの繰出金（同５．７％）道路

補修などの維持補修費（同４．９％）、の順となっています。また、各費目の対前年

度の伸び率をみると、普通建設事業費が９．２％増（多目的国際ターミナル整備事業

の増など）、人件費が６．４％減、繰出金が７９．９％増（宅地造成事業への公債費

財源としての繰出金の増）、補助費等が３．８％減、物件費が１０．０％減、維持補

修費が０．７％減となっています。 

・   主な事業（特徴的なもの）としては、栄・常盤市街地再開発事業５億９，９２２

万円、斜面密集市街地対策事業２億６９８万円、公営住宅建設事業費１億３，０３

７万円、多目的国際ターミナル整備事業８億３，１７６万円などです。 

 

（７）消防費 

・ 消防費の決算額は３９億１，６６８万円で、前年度比５．９％減となっています。

また、消防費の歳出総額に占める割合は前年度から０．１ポイント減少し３．４％と

なっています。 

・ 消防費の性質別内訳は、人件費が最も大きな割合（消防費総額の８１．１％）を

占め、以下、消防施設の整備、消防車両等の購入等に要する経費である普通建設事業

費（同８．９％）、物件費（同６．８％）、消防団運営交付金などの補助費等（同２．

５％）の順となっています。また、各費目の伸び率をみると、人件費が２．４％減、
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普通建設事業費が１９．４％減（車両管理費等の減など）、物件費が２４．４％減、

補助費等が８．７％減となっています。 

・ 主な事業（特徴的なもの）としては、通信指令システム整備管理事業３，８５５

万円、防災行政無線施設管理事業１億３１８万円、消防車両等管理事業１億５，６９

０万円などです。 

 

（８）教育費 

・ 教育費の決算額は１０５億９，０２５万円で、前年度と比べると９．１％増とな

りました。また、教育費の歳出総額に占める割合は前年度比１．０ポイント増の９．

３％となりました。 

・ 教育費の目的別内訳は、小学校費が最も大きな割合（教育費総額の２６．３％）

を占め、以下、社会教育費（同２６．２％）、体育施設や学校給食などに要する経費

である保健体育費（同１９．９％）、中学校費（同１３．６％）、私立学校の振興、奨

学金などに要する経費である教育総務費（同７．６％）、幼稚園費（同６．４％）の

順となっています。また、各費目の対前年度の伸び率は、小学校費が８．２％減（小

学校校舎建設費の減など）、社会教育費が３０．０％増（総合教育センター建設費の

増など）、保健体育費が２５．２％増、中学校費が２．５％増、教育総務費が２．７

減、幼稚園費が８．６％増となっています。 

・ 性質別内訳は、小学校や中学校の校舎等施設整備に要する経費などの普通建設事

業費が最も大きな割合（教育費総額の３６．１％）、以下、学校運営に要する経費な

どの物件費（同２８．０％）、人件費（同２３．２％）、補助費等（同９．１％）の順

となっています。また、各費目の伸び率をみると、普通建設事業費が２８．２％増（総

合教育センター建設費、小・中学校耐震対策事業費の増など）、物件費が３．１％減、

人件費が０．８％減、補助費等が９．３％増となっています。 

・ 主な事業（特徴的なもの）としては、総合教育センター建設費８億５，３１１万

円、小・中学校耐震対策事業費７億６，９５５万円、学校給食センター建設費２億

７，３５２万円などです。 

 

（９）その他 

・ 議会費の決算額は５億２，７４０万円で、前年度比２０．５％減となっており、

また、歳出総額に占める割合は０．１ポイント減の０．５％となっています。 

  議会費においては、議員報酬手当などの人件費が議会費総額の８４．６％を占め

ます。人件費の増減をみると前年度比２２．１%減となっています。これは、旧江迎

町・旧鹿町町との合併が平成２２年３月３１日の合併だったことから、２１年度決算

額は、実質的には１市２町それぞれが独立して行財政運営を行った結果を反映してい

るものです。 
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・ 労働費の決算額は４億１，３７０万円で前年度比６６．３％増となっていますが、

こらは、国の交付金を活用した県の基金事業の緊急雇用創出事業、ふるさと雇用再生

特別基金事業を実施したことによる増です。また、歳出総額に占める割合は０．４％

となっています。 

・ 災害復旧費の決算額は２億８，１９８万円で、前年度比２３．０％減となってい

ます。また、歳出総額に占める割合は０．２％となっています。 

・ 公債費の決算額は１４０億４２２万円で、前年度とほぼ変わりません。また、歳

出総額に占める割合は１２．２％となっています。 

・ 諸支出金の決算額は７，３５９万円で、交通事業への繰出金の減などにより前年

度と比べると５２．３％減となっており、また、歳出総額に占める割合は０．１％と

なっています。 
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４ 経費の構造（性質別歳出） 
（１）義務的経費 

① 決算額 

義務的経費の決算額は５７１億８，６７８万円で、前年度比６．１％増となってい

ます。また、義務的経費の歳出総額に占める割合は５０．０％で、前年度に比べ４．

１ポイント増加しています。 

② 推移 

義務的経費の近年の推移は、「第６表 歳出の推移（性質別）」（資料編７４ページ）

及び「第８図 義務的経費の推移」（資料編９８ページ）のとおりです。昭和６０年度

（５７．４％）以降低下を続けていましたが、平成５年度に上昇に転じたのち、平成

１０年度から経済対策などによる財政規模の拡大などによって４５％を下回ってい

ました。平成１３年度に財政規模の縮小により再び４５％を上回ったのち、平成１４

年度以降、更なる財政規模の縮小及び扶助費の増により比率を高めています。平成２

１年度については、義務的経費についても増加しましたが、国の経済対策等により普

通建設費が大幅に増加するなど、歳出規模が大きくなり、歳出に占める比率としては

相対的に減少していました。平成２２年度については、人件費は減、公債費は前年度

とほぼ同額でしたが、扶助費について、生活保護費の増加に加え、平成２２年度から

子ども手当が実施されたことから扶助費が前年度比１８．５%増加し、義務的経費の

割合が増加、歳出総額に占める構成比についても歳出決算規模が前年度から減少した

こともあり増加しています。 

③ 内訳 

義務的経費の内訳をみると、扶助費が２５１億５，０９９万円で義務的経費に占め

る割合は４４．０％、人件費が１８０億３，１６３万円で３１．５％、公債費が 

１４０億３２６万円で２４．５％となっています。 

ア 人件費 

・ 人件費の決算額は１８０億３，１６３万円で、前年度比３．４％減となって

おり、これは、旧江迎町・旧鹿町町との合併が平成２２年３月３１日だったこ

とから、２１年度決算額については、実質的には１市２町がそれぞれ独立して

行財政運営を行った結果を反映したものとなっており、議員報酬手当や特別職

の給与について減となったことに加え、支給率の減少等による期末勤勉手当の

減や時間外や休日勤務手当についても減少した結果によるものです。 

・ 人件費の歳出総額に占める割合は１５．８％で、前年度比で０．１ポイント

減少し、１３年連続で２０％を下回っています。 

・ 人件費の主な内訳は、職員給が６７．５％を占め、以下、地方公務員共済組

合等負担金１４．９％、退職金１１．０％、委員等報酬３．７％、議員報酬手

当１．７％の順となってます。 
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また、各費目の伸び率をみると、職員給は４．８％減、地方公務員共済組合

等負担金が３．４％増、退職金が１．５％減、委員等報酬が６．９％増、議員

報酬手当が１７．８％減となっています。 

・ 職員給の決算額は１２１億６，４２２万円で、前年度比４．８％減となって

います。 

職員給の主な内訳をみると、職員給総額の６７．５％を占める基本給が２．

３％減、３２．５％を占めるその他の手当が９．６％減となっています。 

職員給の部門別構成比は、総務関係が最も大きな割合（２４．５％）を占め、

以下、消防関係（１９．９％）、衛生関係（１６．８％）、教育関係（１３．６％）、

土木関係（１０．６％）、民生関係（９．２％）の順となっています。 

・ 職員数（普通会計分）の推移は「第９図 職員数の推移」（資料編９９ページ）

のとおりです。平成２３年４月１日現在の職員数は、２，０３６人となってい

ます。 

イ 扶助費 

 ・ 扶助費の決算額は２５１億５，０９９万円で、児童福祉費、生活保護費の増

などにより前年度と比べると１８．５％増となっており、平成３年度から増加

を続けて、平成１２年度に老人福祉費が介護保険へ移行したことにより一時的

に減少しましたが、増加傾向がつづいています。 

・ 扶助費の歳出総額に占める割合は２２．０％で、前年度比３．９ポイント増

となっています。平成２２年度は子ども手当の実施もあり構成比も増加してい

ます。 

 ・ 扶助費の目的別内訳は、児童福祉費１１０億７，６２９万円で最も大きな割

合（扶助費総額の４４．０％）を占めており、以下、生活保護費が９０億７，

７１６万円（同３６．１％）、社会福祉費４４億２，６０７万円（同１７．６％）、

老人福祉費３億４，５９３万円（同１．４％）の順となっています。これら各

費目の対前年度の伸び率をみると、児童福祉費が３３．８％増、生活保護費が

８．１％増、社会福祉費が１０．２％増、老人福祉費が７．８％減となってい

ます。 

・ 扶助費の目的別内訳構成比の推移は、「第１０図 扶助費の推移」（資料編１０

０ページ）のとおりです。生活保護費は地域経済の状況を反映し、近年は４０％

台を推移していましたが、１９年度に初めて児童福祉費が児童手当の増などに

より、４０％を上回り、構成比で平成２０年度において児童福祉費４０．４％、

生活保護費３９．９％と児童福祉費が生活保護費を上回りましたが、平成２１

年度においては、生活保護費が３９．６％と児童福祉費の３９．０％をまた上

回るということになっていましたが、平成２２年度では子ども手当の実施に伴

い、児童福祉費４４．０％、生活保護費３６．１％と児童福祉費の構成比が大
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きく伸びています。 

ウ 公債費 

・ 公債費の決算額は１４０億４１６万円で、前年度とほぼ同じとなっています。 

・ 公債費の歳出総額に占める割合は１２．３％で、前年度比０．４ポイント増

となっています。昭和６０年度（９．２％）以降低下してきましが、平成２年

度（７．９％）を底に上昇に転じています。その後、経済対策などによる財政

規模の増減によって単純比較はできないものの、平成１９年度は１３．３%、２

０年度では１３．８%となっていた比率は２１年度では１１．９%へ減少してい

ます。平成２２年度は前年と決算額は変わりませんが、決算規模の減により構

成比は１２．３%と増加しています。今後は、臨時財政対策債や合併特例債の元

金の償還が本格化するなど、増加していく要素が多いです。 

 ・ 公債費の内訳をみると、地方債元金償還金が１１８億８，６６１万円、利子

が２１億１，６６５万円、一時借入金利子が９０万円となっています。それぞ

れの伸び率をみると、元金償還金が１．３％増、近年の低金利の影響により利

子が７．０％減、一時借入金利子が２８０．９％増となっています。 

・  地 方 債 元 金 償 還 額 の 目 的 別 内 訳 を み る と 、 一 般 単 独 事 業 債 が        

３２億３３９万円で最も大きな割合（元金償還額の２６．９％）を占め、以下、

教育・福祉施設等整備事業債２３億３，１３５万円（１９．６％）、一般公共事

業債１７億４，４１６万円（１４．７％）、過疎対策事業債権１０億９，５０３

万円（９．２％）、公営住宅建設事業債８億５１７万円（６．８％）、減税補て

ん債６億１，９６３万円（５．２％）、財源対策債４億９，４４２万円（４．２％）、

となっています。なお、特例債（通常収支不足、減税などの財源不足に対する

補てん措置）の合計は２３億６，９３４万円で、その構成比は１９．９％とな

っています。 

 

（２）投資的経費 

・ 投資的経費の決算額は１５０億２，５７５万円で、前年度比１０．７％減となって

おり、小・中学校耐震対策や多目的国際ターミナルなどの港湾整備や栄・常盤市街地

再開発事業の進捗などによる増はあったものの、保健福祉センターの建設や水族館整

備事業など大型事業の終了により減少しています。 

・ 投資的経費の歳出総額に占める割合は前年度と比べると１．２ポイント減少し１

３．１％となっています。 

・ 投資的経費の内訳をみると、普通建設事業費が９８．１％、災害復旧費が１．９％

となっています。 

①�   普通建設事業費 

・ 普通建設事業費の決算額は１４７億４，３７７万円で、前年度比１０．４％
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減となっており、平成１３年度から連続して減少していましたが、平成１８年

度・１９年度は、焼却灰溶融施設、高砂街区再整備事業等大型事業の実施によ

り増大していました。平成 20 年度はこれらの事業が落ち着いたことから減少し

ていましたが、平成２１年度は保健福祉センター建設や水族館整備事業などの

大型事業の進捗に加え、国の補正予算に伴う地域活性化・経済対策臨時交付金

事業などにより大幅に増加していました。平成２２年度は保健福祉センター建

設や水族館整備の終了などにより減少しています。 

・ 普通建設事業費の内訳は、単独事業費８６億６，２３３万円（５８．８％）、

補助事業費５６億２，３９１万円（３８．１％）、国直轄事業負担金２億３，５

５０万円（１．６%）、県営事業負担金１億６，９４２万円（１．１％）、受託事

業費５，２６０万円（０．４％）、の順となっています。これを補助、単独別に

区分すると、補助５９億１，２０１万円（４０．１％）、単独８８億３，１７６

万円（５９．９％）となっており、昭和６３年度以降は平成１２年度を除き単

独が補助を上回っています。 

また、各費目の伸び率をみますと、単独事業費２４．９％減、補助事業費２

３．１％増、国直轄事業負担金３４８２．８%増、県営事業負担金４４．７％

減、受託事業費２６．７％増となっています。これを補助、単独別でみると、

補助２８．０％増、単独２５．４％減となっています。 

・ 昭和６０年度以降における普通建設事業費の推移は、「第６表 歳出の推移（性

質別）」（資料編７４ページ）、「第１１図 普通建設事業費の歳出に占める割合の

推移」（資料編１０１ページ）及び「第１２図 普通建設事業費とその目的別内

訳の推移」（資料編１０２ページ）のとおりです。 

補助事業費については、平成２年度から４年度にかけての総合経済対策の実

施による増加及び平成５年度以降のその反動での低下傾向があり、また平成９

年度からの大型事業の進捗に加え経済対策による公共投資の追加などによる増

加及び平成１２年度以降の減少と、大型事業、経済対策等の実施により増加減

少を繰り返しています。平成１８年度以降増加に転じているのは、過去の例と

同様に、焼却灰溶融施設建設や栄・常盤地区市街地再開発といった大型事業の

着手・本格化に伴うものです。平成２０年度は事業量が減少し、平成２１年度

については公営住宅建設、学校建設事業の減などにより減少していましたが、

平成２２年度については、栄・常盤地区市街地再開発事業の進捗や小・中学校

耐震対策の増などにより増加に転じています。 

単独事業については、昭和６３年度から平成４年度までの間、リゾート構想

推進（烏帽子岳高原リゾート、鹿子前地区）、東部芳世苑建設、図書館建設など
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の実施によって、平成元年度を除きいずれも２桁の伸びとなった後、大型事業

が一段落ついたこともあって低下傾向にありました。平成１０年度からは廃棄

物処理施設整備、経済対策、長崎国際大学開学支援などにより、事業費として

は高い水準となっていますが、平成１２年度は長崎国際大学開学支援補助金の

減少などにより大幅な減少となりました。平成１３年度は山澄地区公民館（仮

称）等建設、アルファ駐車場購入事業、経済対策による公共投資の追加などに

より３年ぶりの増加となりましたが、平成１４年度は、経済対策による公共投

資の追加は行ったものの、アルファ駐車場購入事業の減などにより大幅な減少

となり、平成１５年度からは大型事業の減に加え、道路橋りょう費など通常の

事業費が減になりました。平成１８年度以降増加に転じているのは補助事業と

同様に西部芳世苑建替、高砂地区再整備事業といった大型事業の着手・本格化

に伴うものです。平成２０年度は事業費は減少しましたが、平成２１年度は高

砂街区再整備事業などの大型事業の進捗に加え、国の補正予算に伴う地域活性

化・経済対策臨時交付金事業などにより大幅に増加しました。平成２２年度に

ついては、保健福祉センター建設や水族館整備事業の終了、前年度に経済対策

の特殊増があったことで、減少に転じることとなっています。 

・ 普通建設事業費の目的別内訳は、「第１２図 普通建設事業費とその目的別内訳

の推移」（資料編１０２ページ）及び「第１３図 普通建設事業費の内訳（土木）

の推移」（資料編１０３ページ）のとおりであり、土木費が最も大きな割合（普

通建設事業費の４２．８％）を占め、以下、教育費（同２５．９％）、総務費（同

９．６％）、農林水産業費（同７．３％）、民生費（同５．３％）、衛生費（同３．

８％）、の順となっています。 

なお、土木費の内訳別に普通建設事業費に占める割合をみると、道路橋りょ

う費がもっとも大きな割合（３２．４％）を占め、以下、港湾費（２６．５％）、

都市計画費（２３．４％）、河川費（１１．６％）、住宅費（５．９％）の順と

なっています。 

・ 補助事業費及び単独事業費の構成比をみると、単独事業費の構成比の方が大

きいのは、総務費（単独事業費の構成比７９．６％）、衛生費（同７２．２％）、

商工費（同９９．７％）、土木費（同５３．７％）、教育費（同７３．２％）で、

補助事業費の構成比の方が大きいのは、消防費（単独事業費の構成比３７．

３％）、農林水産業費（同４２．７％）、民生費（１２．５%）となっています。 

・ 普通建設事業費の目的別内訳を１０年前である平成１２年度の決算額と比べ

ると（「第１４図 普通建設事業費の目的別内訳の状況」（資料編１０４ページ））、

水族館整備を行っている商工費（１．４５倍）、教育費（１．２５倍）が１．０
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倍を超えた他は、衛生費（０．０９倍）、農林水産業費（０．９２倍）、土木費

（０．４２倍）といずれも１０年前よりも減少しています。普通建設費全体で

も（０．５４倍）と減少しています。 

 

ア 補助事業費 

・ 補助事業費の決算額は５９億１，２０１万円で、平成１３年度以降連続し

ての減額となっていたましたが、焼却灰溶融施設建設事業、光センサーみか

ん選果機導入補助等の増があったことにより、平成１８年度、平成１９年度

と２年連続で増加していましたが、事業が落ち着いたことから平成 20 年度は

１９．７％減となり、平成２１年度においても公営住宅建設事業、学校建設

事業の減などにより１２．８％減となっていました。平成２２年度について

は、栄・常盤地区市街地再開発事業の進捗や小・中学校耐震対策の増などに

より増加に転じています。 

・ 補助事業費の目的別内訳は、「第１５図 普通建設事業費の目的別内訳（補

助事業費、単独事業費の別）」（資料編１０５ページ）のとおりであり、土木

費が最も大きな割合（補助事業費の４９．４％）を占め、以下教育費（同１

７．３％）、民生費（同１１．６％）、農林水産業費（同１０．４％）の順と

なっています。なお、「第１６図 普通建設事業費のうち土木費の目的別内訳

（補助事業費、単独事業費の別）」（資料編１０６ページ）のとおりで、土木

費の内訳別に普通建設事業費（補助事業費）に占める割合をみると、港湾費

（４８．０％）がもっとも大きな割合を占め、以下都市計画費（３５．５％）、

道路橋りょう費・河川費（８．３％）、住宅費（７．９％）の順となっていま

す。 

イ 単独事業費 

・ 単独事業費の決算額は８８億３，１７６万円で、平成２２年度については、

保健福祉センター建設や水族館整備事業の終了、前年度に経済対策の特殊増

があったことで減少に転じ、前年度比２５．４％減となっています。 

・ 単独事業費の目的別内訳は、「第１５図 普通建設事業費の目的別内訳（補

助事業費、単独事業費の別）」（資料編１０５ページ）のとおりであり、土木

費が最も大きな割合（単独事業費の３８．３％）を占め、以下、教育費（同

３１．６％）、総務費（同１２．８％）、農水商工費（同５．２%）、商工費（同

５．０％）、衛生費（同４．６％）の順となっています。なお、「第１６図 普

通建設事業費のうち土木費の目的別内訳（補助事業費、単独事業費の別）」（資

料編１０６ページ）において土木費の内訳別に普通建設事業費（単独事業費）
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に占める割合をみると、道路橋りょう費・河川費がもっとも大きな割合（７

４．８％）を占め、以下、都市計画費（１３．０％）、港湾費（８．０％）、

住宅費（４．１％）、の順となっています。 

② 災害復旧事業費 

・ 災害復旧事業費の決算額は２億８，１９８万円で、前年度比２３．０％減と

なっています。 

・ 災害復旧事業費の内訳は、補助事業費が災害復旧事業費に占める割合７６．

８％、単独事業費が２３．２％となっています。 

・ 目的別にみると、公共土木施設災害復旧事業費が災害復旧事業費に占める割

合１７．５％、農林水産施設災害復旧事業費が８２．５％となっています。 

 

（３）その他の経費 

① 物件費 

・ 物件費の決算額は１２２億８，８７６万円で、前年度比４．１％減となりまし

た。 

・ 物件費の歳出総額に占める割合は１０．７％で、前年度より０．２ポイント減と

なりました。 

・ 物件費が前年度決算を下回ったのは、合併準備経費としてのシステム統合の委

託料や定額給付金給付事業の減などによるものです。 

・ 物件費の内訳をみると、委託料が最も大きな割合（物件費総額の５３．８％）

を占めており、以下、消耗品費、光熱水費などの需用費（同２０．２％）、賃金（同

１０．７％）、通信運搬費などの役務費（同７．１％）、旅費（同１．６％）などと

なっています。 

・ 物件費の内訳を１０年前（平成１２年度）の決算額と比較しますと、委託料（１．

８０倍）、賃金（１．６３倍）、が物件費全体の伸び率（１．４２倍）を上回る一方、

需用費（１．２２倍）、役務費（０．９４倍）、旅費（１．１４倍）、交際費（０．

８５倍）、備品購入費（０．３６倍）その他の物件費（１．１９倍）などはそれよ

りも低い伸び率となっており、内部事務の経費節減が進捗している状況が伺えま

す。 

② 維持補修費 

・ 維持補修費の決算額は８億２，５１４万円となっており、前年度比１．５％減

となっています。 

・ 維持補修費の歳出総額に占める割合は０．７％で、前年度と同率となりました。 

・ 施設に係る維持補修費の内訳としては、道路橋りょうが全体の４７．５％を占

め、住宅１７．９％、小中学校１０．１％、庁舎２．９％、その他２１．６％とな

っています。 
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③ 補助費等 

・ 補助費等の決算額は７６億７，９７４万円で、前年度比３７．９％減となって

います。 

・ 補助費等の歳出総額に占める割合は６．７％で、前年度と比べると３．８ポイ

ント減少しています。 

・ 補助費等の内訳を目的別にみると、商工費が前年度の定額給付金給付事業の減

はあるものの、ハウステンボス再生交付金の増などにより１６億９，４９９万円で

最も大きな割合（補助費等総額の２２．１％）を占めており、以下、衛生費の１５

億５，６５７万円（同２０．３％）、土木費の１５億３，９４３万円（同２０．０％）、

教育費の９億６，８７４万円（同１２．６％）、民生費８億８，６７０万円（同１

１．５％）、農林水産業費の４億７，５８７万円（同６．２％）、総務費３億２，０

１３万円（同４．２％）の順となっています。 

・ 補助費等のうち、公営企業会計に対する負担金及び補助金の決算額は２４億３，

４２１万円で、前年度と比べると２．９％増となっています。 

事業別にみると、下水道事業に対するものが１４億９，６７２万円で最も大き

な割合（地方公営企業会計に対する補助費等総額の６１．５％）を占め、次いで、

総合病院事業の３億９，１４３万円（同１６．１％）となっており、この両者で

７７．６％を占めています。以下、水道事業の４億７，２６３万円（同１９．４％）、

交通事業の７，３４４万円（同３．０％）の順となっています。 

７．  繰出金 

・ 繰出金の決算額は９６億１，２６８万円で、前年度比４．５％増となっていま

す。 

・ 繰出金の歳出総額に占める割合は８．４％で、前年度と比べると０．６ポイン

ト増加しています。 

・ 繰出金の内訳を繰出先別にみると、後期高齢者医療会計に対するものが３０億

５，００７万円で最も大きな割合（繰出金総額の３１．７％）を占めており、以下、

介護保険事業会計に対するものが３０億４，８１４万円（同３１．７％）、国民健

康保険事業会計に対するものが１９億７，５１２万円（同２０．５％）、準公営企

業会計に対するものが１４億２，５７５万円（同１４．８％）の順となっています。 

・ 準公営企業会計に対する繰出金の内訳を事業別にみると、市場事業の５億８，

０２７万円が最も大きな割合（準公営企業会計に対する繰出金総額の４０．７％）

を占め、以下、宅地造成事業（港湾、市場事業の一部）の４億７，７５４万円（同

３３．５%）、と畜場事業の１億７，８２８万円（同１２．５％）、港湾整備事業の

７，９２２万円（同５．６％）、下水道（漁業集落排水）事業の５，６０８万円（同

３．９％）、風力発電事業の５，４２１万円（同３．８％）、交通船事業１５万円

（同０．０%）の順となっています。宅地造成事業については、三浦地区について
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元金償還を始めたことで増加しています。 

・ 準公営企業会計に対する繰出金を目的別にみると、公債費財源繰出が１１億

６３０万円（準公営企業会計に対する繰出金総額の７７．６％）、事務費繰出が

２億１，１３６万円（同１４．８％）、建設費繰出が１億８７８万円（同７．６％）、

となっています。 

８．  積立金 

・ 積立金の決算額は５２億５，６５１万円で、前年度比１５．２％減となりまし

た。 

積立金の歳出総額に占める割合は４．６％で、前年度と比べると０．７ポイン

ト減少しています。平成２２年度の前年度比減少は、平成２１年度の特殊要因と

しての佐世保地域広域市町村圏組合の解散に伴う返還金や長崎県市町村振興協会

市町村配分金を財源とした財政調整基金への積立がなくなったことなどによりま

す。 

・ 積立金の内訳を基金の種類別にみると、財政調整基金に対するものは２７億６，

５０２万円で、前年度比１２億８，５９１万円減（３１．７％減）、減債基金に対

するものは１４億２，２７５万円で、前年度比１億７，３７５万円減（１０．９％

減）、その他特定目的基金に対するものは１０億６，８７５万円で、子ども未来基

金に新規積立を行ったことなどで前年度比５億１，９０２万円増（９４．４％増）

となっています。 

   

・ 積立金のうち、その他特定目的基金に対する積立金の内訳をみると、子ども未

来基金が新規積立を行っており最も大きな割合で（その他特定目的基金に対する積

立金総額の５６．６％）、以下、住宅基金１億４，５２０万円（同１３．６％）、新

規設置の過疎地域自立促進特別事業基金１億１，８７０万円（同１１．１）、同じ

く新規設置の住民生活に光をそそぐ交付金４，７１８万円（同４．４％）、合併市

町村振興基金３，９７０万円（同３．７％）の順となっています。 

９．  投資及び出資金 

・ 投資及び出資金の決算額は６億７，３９９万円で、公営企業への繰出金の減に

より前年度比２０．０％減となっています。 

・ 投資及び出資金の歳出総額に占める割合は０．６％で、前年度より０．１ポイ

ント減少しています。 

・ 投資及び出資金の内訳を目的別にみると、衛生費に係るものが４億３，０７４

万円で最も大きな割合（投資及び出資金総額の６３．９％）を占めており、以下、

土木費に係るもの２億４，２２５万円（同３５．９％）、教育費に係るもの１００

万円（同０．１％）の順となっています。 

・ 投資及び出資金のうち、病院事業に対するものが３億５，６１７万円で最も大
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きな割合（投資及び出資金総額の５２．８％）を占めており、以下、下水道事業に

対するものが２億４，２２５万円（同３５．９％）、水道事業に対するものが７，

４５７万円（同１１．１％）となっています。 

・ 平成２２年度末における投資及び出資金の現在高は２４７億３，７５８万円で、

前年度末と比べると６億７，３９９万円増（２．９％増）となっています。 

１０．  貸付金 

・ 貸付金の決算額は５７億９，８４０万円で、前年度比３２．８％増となってい

ます。これは、本市独自の経済雇用対策として中小企業緊急経営対策資金融資預託

金を増加したことや水道料金改定の激変緩和に係る水道事業会計への貸付金を行

ったことなどによる増です。 

・ 貸付金の歳出総額に占める割合は５．１％で、前年度と比べると１．４ポイン

ト増加しています。 

・ 貸付金の内訳を目的別にみると、商工関係が５２億８，４００万円で最も大き

な割合（貸付金総額の９１．１％）を占めており、以下、農林水産業関係が２億３，

４２７万円（同４．０％）、教育関係が５，３８２万円（同０．９％）などとなっ

ています。 

・ 貸付金の貸付期間別内訳をみると、年度内回収分が５５億９，１３１万円で貸

付金総額の９６．４％を占めています。 

・ 貸付金のうち中小企業資金融資などの預託金が５２億８，４００万円で貸付金

総額の９１．１％となっています。 

・ 平成２２年度末における貸付金の現在高は８億２，９８１万円で、前年度より  

１億３，００８万円増（１８．６％増）となっています。 
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第３部 佐世保市財政白書資料編 
 
 
 


